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第４回 亘理町教育委員会臨時会会議録 
 
 令和３年７月７日午後３時５７分、亘理町教育委員会臨時会は、亘理町教育委員会 教育長室に
招集された。 
 
１ 出席委員 
   奥野光正 教育長、佐藤正行 教育長職務代行者、 

菊池芳晴 委員、金子高幸 委員 
 

２ 欠席委員 
   水戸佳織 委員 
 
３ 説明のため出席した職員の職氏名 

   南條守一 教育次長、太田貴史 教育総務課長、片岡正春 生涯学習課長 
   石田隆幸学校教育専門監 
４ 書記として出席した職員の職氏名 
   平塚和明 教育総務課教育総務班長 
 
５ 会議に付した事件 

   議案第１号 亘理町立小中学校教育情報化推進計画について 

議案第２号 令和４年度使用教科用図書採択計画書の承認について 

議案第３号 亘理町立小・中学校教育環境整備計画検討委員会委員の委嘱について 

 

 

 

 

 
 

 



2 

 

６ 会議録署名委員の指名、議事日程 
奥野教育長 
 

 

規定により会議録署名委員を教育長から指名する旨を告げ、佐藤正行 代
行 及び 金子高幸 委員 を指名した。 

今回の議事日程について、配付のとおりなので、確認するよう告げた。 
 
７ 議     事 
奥野教育長 
 
 
太田教育総務課長 

 
 
 
石田学校教育専門監 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

議案第１号亘理町立小中学校教育情報化推進計画について上程。 
議案の朗読を含め教育総務課長に説明を指示。 
 
議案第１号亘理町立小中学校教育情報化推進計画について説明。 

前回の会議で素案を示した校長会・担当者会意見を踏まえ見直し作成。 
説明を石田学校教育専門監に指示。 
 
亘理町立小中学校教育情報化推進計画案について前回定例会で説明。校長

会及び町ICT教育担当者会で計画内容を協議し一部変更した。 
基本方針①②を一部変更し、朱書き部分が変更したところになる。 

児童生徒の情報活用能力の育成について情報活用能力内容を活用スキル、
探究スキル、プログラミング、情報モラルを位置付けた。これにより児童生
徒に身に付けさせなければならないことが明確となる。 

内容の具現化について、宮城県作成のみやぎの先生ICT活用支援サイトに掲
載している宮城情報活用能力育成共同プロジェクト事業、宮城情報活用ノー
トを参照。 

基本方針②教員のICT活用指導能力の育成について、前回の説明でICTを活
用した主体的、対話的で深い学びを具現化した授業の実現としていたが、授
業だけに特化したものではなく、校務への活用、児童への指導等幅広い能力

の育成を図る必要があるため、基本方針の文言・内容を見直しした。 
文部科学省で示す教育のICT活用指導能力を参照し、教員に求められる能力

の一層の明確化を図る。 
基本方針③校務の情報化の推進、基本方針④教育の情報化に向けた環境整

備については変更なし。 
基本方針①②の一部内容の変更に伴い、６・７ページの朱書部分について

の取り組み内容・目標指数を一部見直しした。 
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奥野教育長 
 
佐藤正行代行 

 
 
 
石田学校教育専門監 
 
 
 

佐藤正行代行 
 
 
石田学校教育専門監 
 
 

 
 
 
佐藤正行代行 
 
奥野教育長 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

情報化推進計画は努力義務だが、策定しICT能力の育成を図っていく。 
 
昨年度からＧＩＧＡスクール構想で、タブレット・電子黒板等が導入され

たが、情報化推進計画案ではＧＩＧＡスクール構想で行うべきことの記載が
ない。 

 
ＧＩＧＡスクール構想では、情報の環境整備で一人一台のタブレットを用

意することと通信環境を整備することであり、整備が完了しているため掲載
していない。 

 

整備が完了しても、情報化推進計画には今後の環境面・活用方法において、
対応が必要になることもある。掲載しても良いのではないか。 

 
整備しただけでは十分ではないが、先生方の使うスキル、児童生徒が使う

スキルの育成の部分で７ページに示している教員のＩＣＴ活用指導能力の育
成の目標指数に、授業にＩＣＴを活用して指導する能力でタブレット・電子

黒板を使用することの指導のスキルの部分になるので、先生方の65.1％しかで
きるという認識がないので、研修会を今後計画していかなければいけない。 

 
内容がここに組み込まれているということであれば良い。 
 
校長会において各学校長に夏休み中のタブレットの持ち帰りさせるか確認

した。各学校様々であり、タブレットを活用して学習ドリルなど出来ること
は進めるよう指示した。今後もタブレット活用について、機会を設けて話を
していく。 

質疑等ないか各委員に諮ったところ、質疑等なく異議ないものと認め、議
案第１号を原案のとおり決定した。 

議案第２号及び議案第３号については、非公開及び人事に関することなの
で秘密会として審議してよいか諮ったところ、全委員異議なく秘密会とする
ことに決定した。 

議案第２号及び議案第３号の審議が終了したので、秘密会を解く旨を告げ

た。 
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10 次回教育委員会の開催日程について 
奥野教育長  次回は定例会とし、令和３年７月２８日（水）午後３時から開会する。 

 
 
11 閉  会  午後４時１７分 
 
   上記会議の次第を記録し、ここに署名する。 
 
   令和３年７月２８日 

 
                    署名委員                  
 
                    署名委員                  


